
「歯科技工士業務従事者届」の提出をお忘れなく！

　令和５年は、歯科技工士法第６条第３項に定められた令和４年 12月 31日現在の歯科技工士業務従事状況の
届出実施年です。「歯科技工士業務従事者届」用紙は、各地域・保健所により様式はさまざまですが、歯科技工
士法施行規則第５条第３項の様式に従い、以下に見本を掲載しますのでご参照ください。
　また、届出用紙の受け取り及び提出先は就業地の保健所となりますので、お間違えのないようにご注意くだ
さい。届出締め切りは令和５年１月15日（日）までです。
　なお、今回からこれまでの紙媒体による届出に加えて厚生労働省ホームページ「医療従事者届出システム」
を通じてのインターネットによるオンライン届出が可能となりました。届出方法などの詳細については裏面の
リーフレット並びに厚生労働省ホームページをご確認ください。
　「医療従事者届出システム」へのアクセス方法、操作マニュアル、Q＆Aなどについては以下の専用ホームペー
ジをご参照ください。

※厚生労働省専用ホームページのURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html

（注意）１．該当する数字を○で囲むこと。
　　　 ２ ．「業務に従事する場所」の欄は、３以上の場所において業務に従事している場合は、その主

たるもの一つについて記載すること。
　　　 ３ ．名称は各種法令の規定により届け出られた名称を使用すること。
　　　 ４ ．昭和 57年３月 31日までに免許を取得した者は、同日現在いずれの都道府県の歯科技工士名

簿に登録されていたかを備考欄に明記すること。
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